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令和 3年度特別会計予算総則第 19条第 1項の規定による経費増額総調書（その 2）

所管別、特別会計別、事項別経費増額内訳

第 208 回 国 会 提 出 済 分 第 208 回 国 会 今 回 提 出 分 令和 3年度特別会計予算総則第 19条
第 1項の規定による経費増額総額（千円）期 間 経 費 増 額 総 額（千円） 期 間 経 費 増 額 総 額（千円）

令 和 3 年 9 月 16 日 69,215,716 自 令 和 4 年 2 月 22 日
至 令 和 4 年 3 月 29 日 33,464,314 102,680,030

所 管 特 別 会 計

経 費 増 額 内 訳

第 208 回 国 会
提出済分（千円）

第 208 回 国 会 今 回 提 出 分
計 （千円）

事 項 金 額（千円）

財 務 省 地 震 再 保 険 69,215,716 0 69,215,716

内閣府、総務省及び
財務省

交付税及び譲与税配付金 0 33,464,314 33,464,314

地方譲与税譲与金に必要な経費の増額 26,582,222

地方譲与税譲与金に必要な経費の増額 6,882,092

合 計 69,215,716 33,464,314 102,680,030

上記増額に係る特別会計の項は、各省各庁所管経費増額調書に記載したとおりであり、参考のため調書には目までを記載している。
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よる各省各庁所管経費増額調書（その�）

5



令和 3年度特別会計予算総則第 19条第 1項の規定による各省各庁所管経費増額調書（その 2）

所 管 特 別 会 計 事 項 項 目 増加額（千円） 説 明 増 額 決 定

内閣府、総
務省及び財
務省

90010 交付税及び譲
与税配付金

33 地方譲与税譲与
金に必要な経費
の増額

04 地方譲与税譲与
金

令和 3年度における特別法人事業税の
収入金額が予算額に比して増加するた
め、特別法人事業譲与税譲与金を増額

令和 4年 2月22日
閣 議 決 定

33021―865―16 特別法人事業譲
与税譲与金

26,582,222

33 地方譲与税譲与
金に必要な経費
の増額

04 地方譲与税譲与
金

令和 3年度における自動車重量税の収
入金額が予算額に比して増加するた
め、自動車重量譲与税譲与金を増額

令和 4年 3月29日
閣 議 決 定

33021―865―16 自動車重量譲与
税譲与金

6,882,092

計 33,464,314
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